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新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改正後 改正前 

 

標記のことについては、平成 19年７月１日から、関税法基本通達（昭和 47年

３月１日蔵関第 100 号）の規定によるほか、下記により取り扱うこととしたの

で、了知の上、関係職員及び関係者へ周知徹底されたい。 

なお、この通達における用語の意義は、関税法基本通達 69 の２～69 の 10－

１及び 69の 11～69 の 21－１の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

第１章 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の取扱い 

 

 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会は、次により実施するものとする。 

 

１ 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の実施 

⑴ 次のいずれかに該当する場合は、侵害の事実が疎明されているか否かの

判断に技術等に関する専門的な意見を要しないことが明らかである又は裁

判所若しくは特許庁（以下「裁判所等」という。）の判断を待つことが真に

必要と認められる等の特段の事情のない限り、総括知的財産調査官及び申

立先税関（差止申立てが提出された税関をいう。以下同じ。）の本関知的財

産調査官（本関に設置された知的財産調査官をいう。以下同じ。）は、専門

委員意見照会を実施するものとする。ただし、不正競争防止法違反物品に

係る輸入差止申立ての場合には、経済産業大臣意見書及び経済産業大臣認

 

 標記のことについては、平成 19年７月１日から、関税法基本通達（昭和 47年

３月１日蔵関第 100 号）の規定によるほか、下記により取り扱うこととしたの

で、了知の上、関係職員及び関係者へ周知徹底されたい。なお、下記の第１章及

び第２章において「知的財産」、「侵害物品」、「侵害疑義物品」、「認定手続」、「疑

義貨物」、「権利者」、「輸入差止申立て」、「申立人」、「輸入差止申立てにおける専

門委員意見照会」、「自発的処理」及び「認定手続における専門委員意見照会」の

各用語の意義は、関税法基本通達 69の 11～69 の 21－１の定めるところにより、

第３章において「輸出差止申立て」（第１章及び第２章における場合を含む）、

「輸出差止申立てにおける専門委員意見照会」及び「認定手続における専門委

員意見照会」の各用語の意義は、関税法基本通達 69の 2～69の 10－１の定める

ところによる。 

 

記 

 

第１章 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の取扱い 

 

 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会は、次により実施するものとする。 

 

１ 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の実施 

⑴ 次のいずれかに該当する場合は、侵害の事実が疎明されているか否かの

判断に技術等に関する専門的な意見を要しないことが明らかである又は裁

判所若しくは特許庁（以下「裁判所等」という。）の判断を待つことが真に

必要と認められる等の特段の事情のない限り、総括知的財産調査官及び申

立先税関（差止申立てが提出された税関をいう。以下同じ。）の本関知的財

産調査官（本関に設置された知的財産調査官をいう。以下同じ。）は、専門

委員意見照会を実施するものとする。ただし、不正競争防止法違反物品に

係る輸入差止申立ての場合には、経済産業大臣意見書及び経済産業大臣認
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定書の記載事項については、既に経済産業大臣において判断が示されてい

るものであることから、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の対象

とならないことに留意する。 

イ （省略） 

ロ 侵害の有無について申立人及び利害関係者の間で争い（訴訟等）があ

り、又は争いが生じる可能性が高いと判断される場合 

ハ 輸入差止申立ての審査において、侵害の事実が疎明されているか否か

の判断が困難である等、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会を行

うことが適当と認められる場合 

⑵ （省略） 

⑶ 上記⑴のイからハまでのいずれかに該当する場合であって、特段の事情

により専門委員意見照会を実施しない場合は、総括知的財産調査官はあら

かじめ関税局業務課知的財産調査室と協議することとする。 

２ 事案終了までの期間 

専門委員に意見照会した事案に係る輸入差止申立ての受理・不受理の決定

は、当該輸入差止申立ての公表の日から５か月以内に行うよう努めるものと

する（別添１参照）。 

３ 専門委員の委嘱等 

⑴ 専門委員候補に係る特別な利害関係の確認 

 イ 利害関係者からの意見書の提出を受けて専門委員意見照会を実施する

場合 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当事者（申立人及び当該申立人

に係る輸入差止申立てについて意見書を提出した利害関係者をいう。以

下この章において同じ。）に、利害関係者から意見書が提出された後、専

門委員候補（財務省の税関ホームページに掲載されている者をいう。以

下同じ。）と申立人又は利害関係者との間に特別な利害関係がある場合に

は、速やかに当該専門委員候補の氏名及び理由を書面により提出するよ

う求めるものとし、併せて、意見聴取の場（専門委員が意見書の作成のた

定書の記載事項については、既に経済産業大臣において判断が示されてい

るものであることから、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の対象

とならないことに留意する。 

イ （同左） 

ロ 上記イのほか、侵害の有無について申立人及び利害関係者の間で争い

（訴訟等）があり、又は争いが生じる可能性が高いと判断される場合 

ハ その他、輸入差止申立ての審査において、侵害の事実が疎明されてい

るか否かの判断が困難である等、輸入差止申立てにおける専門委員意見

照会を行うことが適当と認められる場合 

⑵ （同左） 

⑶ 専門委員意見照会を実施しない場合は、事前に関税局業務課知的財産調

査室と協議することとする。 

 

２ 事案終了までの期間 

専門委員に意見照会した事案に係る輸入差止申立ての受理・不受理・保留

の決定は、当該輸入差止申立ての公表の日から３か月以内を目途に行うもの

とする（別添１参照）。 

３ 専門委員の委嘱等 

⑴ 専門委員候補に係る特別な利害関係に関する意見 

 

 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当事者（申立人及び当該申立人に

係る輸入差止申立てについて意見書を提出した利害関係者をいう。以下こ

の章において同じ。）に、専門委員候補（税関ホームページに掲載されてい

る者をいう。以下同じ。）に係る特別な利害関係に関する意見がある場合に

は、次により当該専門委員候補の氏名及び理由を書面により提出するよう

求めるものとする。なお、ここでいう「特別な利害関係」とは、例えば、民

事訴訟法第 23条第１項各号又は同法第 24条第１項について、「裁判官」を
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めに当事者の意見を聴取する場をいう。以下同じ。）への出席の意向を確

認するものとする。なお、「特別な利害関係」とは、例えば、民事訴訟法

第 23条第１項各号又は同法第 24条第１項について、「裁判官」を「専門

委員候補」、「事件」を「申立て」又は「当事者における争い」と読み替え

て該当する場合をいう（以下同じ。）。 

ロ 利害関係者からの意見書の提出を受けることなく専門委員意見照会を

実施する場合 

  申立先税関の本関知的財産調査官は、申立人に、専門委員候補と申立

人との間に特別な利害関係がある場合には、速やかに当該専門委員候補

の氏名及び理由を書面により提出するよう求めるものとし、併せて、意

見聴取の場への出席の意向を確認するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 専門委員の選定 

総括知的財産調査官は、上記⑴により提出された書面を考慮して、当事

者と特別な利害関係がないと認められる者を専門委員候補の中から専門委

員予定者として３名（必要と認める場合は５名）選定するとともに、当該専

門委員予定者に対し、申立人又は利害関係者と特別な利害関係がないこと

について確認を求めるものとし、併せて、意見聴取の場への出席及び専門

委員意見書の提出に支障がないことを確認するものとする。なお、特別な

利害関係がないことが確認できない場合には、別の専門委員予定者を選定

するものとする。 

⑶ 専門委員の委嘱 

「専門委員候補」、「事件」を「申立て」又は「当事者における争い」と読み

替えて該当する場合をいう。 

イ 申立人 

(ｲ) 輸入差止申立て時に利害関係者が判明している場合 

専門委員候補と申立人又は利害関係者との特別な利害関係につい

て、輸入差止申立てが受け付けられた後遅滞なく提出するよう求める

ものとする。 

(ﾛ) 輸入差止申立て時に判明していない利害関係者から意見が提出され

た場合 

専門委員候補と申立人との特別な利害関係について、輸入差止申立

てが受け付けられた後遅滞なく提出するよう求めるものとし、当該輸

入差止申立てについて利害関係者意見の提出があった場合には、専門

委員候補と当該利害関係者との特別な利害関係について、遅滞なく提

出するよう求めるものとする。 

ロ 利害関係者 

専門委員候補と申立人又は利害関係者との特別な利害関係について、

輸入差止申立てに係る意見提出期限までに提出するよう求めるものとす

る。 

⑵ 専門委員の選定 

総括知的財産調査官は、上記⑴により提出された意見等を考慮して、当

事者と特別な利害関係を有しないと認められる者を専門委員候補の中から

専門委員予定者として３名（税関が必要と認める場合は５名）選定すると

ともに、当該専門委員予定者に対し、申立人又は利害関係者と特別な利害

関係を有していないことについて確認を求めるものとする。利害関係を有

していないことが確認できない場合には、総括知的財産調査官は、別の専

門委員予定者を選定するものとする。 

 

⑶ 専門委員の委嘱 
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申立先税関の本関知的財産調査官は、上記⑵により選定された専門委員

予定者に対し「委嘱状」（別紙様式１）を交付するものとする。この場合に

おいて、委嘱者は、申立先税関の税関長とする。 

（注）個別事案ごとに専門委員に委嘱することが困難な専門委員候補につ

いては、「委嘱状」（別紙様式２）により、２年の期間を区切り、輸出差

止申立て、輸入差止申立て及び認定手続における専門委員意見照会に

係る専門委員として９税関分について包括的に委嘱するものとする

が、個別事案において当該専門委員と申立人又は利害関係者との間に

特別な利害関係がある場合は、当該個別事案については、当該専門委

員に意見を求めないものとする。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

総括知的財産調査官は、上記⑵により選定された専門委員予定者に対し

「委嘱状」（別紙様式１）を交付するものとする。この場合において、委嘱

者は、申立先税関の税関長とする。 

（注）個別事案ごとに専門委員に委嘱することが困難な専門委員候補につ

いては、「委嘱状」（別紙様式２）により、２年の期間を区切り、輸出差

止申立て、輸入差止申立て及び認定手続における専門委員意見照会に

係る専門委員として９税関分について包括的に委嘱するものとする

が、当該専門委員が個別事案に特別の利害関係を有する場合は、当該

個別事案については、当該専門委員に意見を求めないものとする。 

 

⑷ 意見聴取の場の調整 

専門委員意見照会を実施する場合、原則として、専門委員が意見書の作

成のために当事者の意見を聴取する場（以下「意見聴取の場」という。）を

開催することとする。なお、総括知的財産調査官は、意見聴取の場の日時を

次により決定するものとする。 

イ 委嘱状を交付した後、速やかに日時の調整を行う。 

ロ 意見聴取の場として、専門委員の都合を考慮のうえ二以上の候補日時

を設定し、当事者に通知する。 

ハ 当事者から候補日時についての都合を聴いたうえで、意見聴取の場の

日時を決定する。 

（注）意見聴取の場は、輸入差止申立ての公表の日から２か月以降（利害関

係者がいない場合は１か月半以降）を目途に設定するものとする。 

⑸ 当事者への実施通知 

意見聴取の場の日時が決定した後、申立先税関の本関知的財産調査官は、

当事者に対し「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通知書」（別

紙様式３）により、意見聴取の場の日時・場所、専門委員の氏名、補正意見

書提出期限及び意見聴取の場への参加意思の確認の通知を行うものとす

る。なお、場所については、当面、東京税関本関の会議室とする。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 専門委員への意見照会 

⑴ 専門委員への意見照会 

申立先税関の本関知的財産調査官は、専門委員に対し「輸入差止申立て

における専門委員意見照会書」（別紙様式３）を送付し、意見を求めるもの

とする。この場合において、「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書」

に記載する理由には、対象申立て（当該意見の求めの対象となる輸入差止

申立てをいう。以下この章において同じ。）に係る侵害の事実を疎明するに

足りる証拠があるか否か判断しがたい理由をできる限り詳細に記載するこ

ととする。 

⑵ 専門委員への資料の送付 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当事者からの提出資料（当該事案

に関し参考とならないと認められる資料を除く。）に加え、必要に応じ当該

事案に関し参考となる資料を専門委員に送付するものとする。また、当該

資料のうち、当事者が非公表としている資料及び取締りの観点から他の当

事者に開示できない資料についてはその旨注記するものとする。なお、申

立先税関の本関知的財産調査官は、送付にあたって、税関では複写による

⑹ 意見聴取の場の省略 

次のいずれかに該当する場合であって、総括知的財産調査官が開催の必

要性がないと認め、かつ当事者の合意が得られたときは、意見聴取の場の

全部又は一部を省略して差し支えない。 

イ 専門委員が当事者からの提出資料のみで意見書の作成が可能と判断し

た場合 

ロ 利害関係者が多数存在する場合等で、専門委員が一部の利害関係者の

意見を聴取すれば意見書の作成が可能と判断した場合 

  ハ その他、専門委員が開催不要と判断した場合 

（注）意見聴取の場を開催しない場合、この章における意見聴取の場の開

催に係る事務は行わないこととなるが、専門委員による意見書の作成、

当該意見書の当事者等への開示等の事務は行うことに留意する。 

４ 専門委員への意見照会 

⑴ 専門委員への意見照会 

申立先税関の本関知的財産調査官は、専門委員に対し「輸入差止申立て

における専門委員意見照会書」（別紙様式４）を送付し、意見を求めるもの

とする。この場合において、「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書」

に記載する理由には、対象申立て（当該意見の求めの対象となる輸入差止

申立てをいう。以下この章において同じ。）に係る侵害の事実を疎明するに

足りる証拠があるか否か判断しがたい理由をできる限り詳細に記載するこ

ととする。 

⑵ 専門委員への資料の送付 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当事者からの提出資料（当該事案

に関し参考とならないと認められる資料を除く。）に加え、必要に応じ当該

事案に関し参考となるべき資料を専門委員に送付するものとする。また、

当該資料のうち、当事者が非公表としている資料及び取締りの観点から他

の当事者に開示できない資料についてはその旨注記するものとする。なお、

申立先税関の本関知的財産調査官は、送付にあたって、複写による資料の
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資料の正確な再現が困難である等やむを得ないと認められる場合は、当事

者に対して、提出資料の副本の提出を求めることができるものとする。 

⑶ 当事者への実施通知 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当事者に対し「輸入差止申立てに

おける専門委員意見照会実施通知書」（別紙様式４）により、専門委員意見

照会を行う旨を通知するものとする。 

⑷ 意見聴取の場の調整 

専門委員意見照会を実施する場合、原則として、意見聴取の場を開催す

ることとする。なお、意見聴取の場の開催場所については、当面、東京税関

本関の会議室とする。 

また、総括知的財産調査官は、意見聴取の場の日時を次により決定し、申

立先税関の本関知的財産調査官は、専門委員及び当事者に対し任意の書式

により通知するものとする。 

イ 委嘱状を交付した後、速やかに専門委員と日時の調整を行う。 

ロ 専門委員の都合を考慮のうえ候補日時を設定し、当事者に通知する。 

ハ 当事者の都合を聴いたうえで、意見聴取の場の日時を決定する。 

⑸ 意見聴取の場の省略 

すべての当事者が意見聴取の場への参加を希望しない場合のほか、次の

いずれかに該当する場合であって、総括知的財産調査官が開催の必要性が

ないと認め、かつ当事者の合意が得られたときは、意見聴取の場の全部又

は一部を省略して差し支えない。この場合には、申立先税関の本関知的財

産調査官は、専門委員及び当事者に対し、省略する旨を連絡するものとす

る。 

イ 専門委員が当事者からの提出資料のみで意見書の作成が可能と判断し

た場合 

ロ 利害関係者が多数存在する場合等で、専門委員が一部の利害関係者の

意見を聴取すれば意見書の作成が可能と判断した場合 

  ハ その他、専門委員が開催不要と判断した場合 

正確な再現が困難である等やむを得ないと認められる場合は、当事者に対

して、提出資料の副本の提出を求めることができるものとする。 

（新規） 

 

 

 

（新規） 
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（注）意見聴取の場を開催しない場合、この章における意見聴取の場の開

催に係る事務は行わないこととなるが、専門委員による意見書の作成、

当該意見書の当事者等への開示等の事務は行うことに留意する。 

⑹ 専門委員の事前打合せ 

専門委員は、意見聴取の場に先立ち、総括知的財産調査官に対し、専門委

員間での事前打合せを行いたい旨を申し入れることができるものとする。

総括知的財産調査官は、当該申入れに基づき、事前打合せの日時の調整等

を行うものとする。また、総括知的財産調査官は、原則として、当該事前打

合せに立ち会うものとする。 

⑺ 専門委員による追加資料等の求め 

専門委員は、意見聴取の場に先立ち、例えば次のことを目的として、当事

者に対し書面により釈明を求め、又は追加資料の提出を促すことが必要で

ある場合には、その旨を総括知的財産調査官に申し入れることができるも

のとする。 

総括知的財産調査官は、当該申入れに基づき、申立先税関の本関知的財

産調査官を通じて、当事者に対し書面による釈明又は追加資料の提出を求

めるものとし、このとき、税関では複写による資料の正確な再現が困難で

ある等やむを得ないと認められる場合は、当事者に対して、提出資料の副

本の提出を求めることができるものとする。 

申立先税関の本関知的財産調査官は、提出された追加資料等を総括知的

財産調査官に送付し、専門委員の求める釈明又は追加資料に当たることの

確認を受けた後、速やかに専門委員及び他の当事者に送付するものとする。 

イ～ホ （省略） 

５ 意見聴取の場への出席者確認 

⑴ 申立先税関の本関知的財産調査官は、意見聴取の場に出席する当事者に

対して、意見聴取の場の円滑な進行について協力を要請するとともに、原

則として意見聴取の場の開催の日の７日（行政機関の休日を含まない。）前

の日（以下「７執務日前の日」という。）までに、出席予定者（当事者のほ

 

 

 

⑶ 専門委員の事前打合せ 

専門委員は、意見聴取の場に先立ち、総括知的財産調査官に対し、専門委

員間での事前打合せを行いたい旨を申し入れることができるものとする。

総括知的財産調査官は、当該申し入れに基づき、事前打合せの日時の調整

等を行うものとする。また、総括知的財産調査官は、原則として、当該事前

打合せに立ち会うものとする。 

⑷ 専門委員による追加資料等の求め 

専門委員は、意見聴取の場に先立ち、例えば次のことを目的として、当事

者に対し書面により釈明を求め、又は追加資料の提出を促すことが必要で

ある場合には、その旨を総括知的財産調査官に申し入れることができるも

のとする。総括知的財産調査官は、当該申し入れに基づき、申立先税関の本

関知的財産調査官を通じて、当事者に対し書面による釈明又は追加資料の

提出を求めるものとし、このとき、複写による資料の正確な再現が困難で

ある等やむを得ないと認められる場合は、当事者に対して、提出資料の副

本の提出を求めることができるものとする。申立先税関の本関知的財産調

査官は、提出された追加資料等を総括知的財産調査官に送付し、専門委員

の求める釈明又は追加資料に当たることの確認を受けた後、速やかに専門

委員及び他の当事者に送付するものとする。 

 

イ～ホ （同左） 

５ 意見聴取の場への出席者確認 

⑴ 申立先税関の本関知的財産調査官は、意見聴取の場に出席する当事者に

対して、意見聴取の場における意見陳述は簡潔に行うこと等を案内すると

ともに、原則として意見聴取の場の開催の日の７日（行政機関の休日を含

まない。）前の日までに、出席予定者（代理人、下記⑵の補助者を含む）の
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か、代理人、当事者又はその代理人を補助する者（以下「補助者」という。）

を含む。）の会社名、役職、氏名及びふりがな、代理人又は補助者にあって

はその別を書面にて提出するよう求めるものとする。なお、当事者が出席

しない場合で、代理人が出席するときは、既に提出されている場合を除き、

当事者との委任関係を証する書類の提出を求めるものとし、補助者が出席

するときには、その補助する当事者又は代理人とともに出席するのでなけ

れば、その補助する当事者又は代理人との関係を示す書面の提出を求める

ものとする。 

⑵ 総括知的財産調査官は、原則として上記⑴の書面にある出席予定者のみ

意見聴取の場への出席を認めるものとする。また、意見聴取の場に当事者

が出席する場合には、原則として他の当事者と同席させるものとする。 

（注）意見聴取の場において、当事者が営業秘密等他の当事者に開示する

ことにより自己の利益が害されると認められる事項について述べる必

要がある場合であって希望する場合には、他の当事者と同席すること

を要しないものとする。 

 

 

６ 陳述要領書等の提出 

⑴ 当事者が意見聴取の場において意見を述べる場合には、原則として意見

聴取の場の開催の日の７執務日前の日までに、申立先税関の本関知的財産

調査官に陳述要領書その他の資料（以下「陳述要領書等」という。）を提出

することができるものとする。陳述要領書等は、陳述要領書等の提出以前

に提出された相手方当事者の主張若しくは証拠に反論するためのもの又は

自己の主張を明確にするものに限るものとする。このとき、申立先税関の

本関知的財産調査官は、税関では複写による資料の正確な再現が困難であ

る等やむを得ないと認められる場合は、当事者に対して、提出資料の副本

の提出を求めることができるものとする。 

（注）既に提出済みの意見書等において主張していない事項に係る主張又

会社名、役職、氏名及びふりがなを書面にて提出するよう求めるものとす

る。代理人、補助者にあってはその別も併記する。なお、代理人について

は、既に提出されている場合を除き、当事者との委任関係を証する書類の

添付を求めるものとする。 

 

 

 

 

⑵ 総括知的財産調査官は、意見聴取の場に当事者が出席する場合には、原

則として他の当事者と同席させるものとする。また、当事者が当事者又は

その代理人を補助する者（以下この章において「補助者」という。）の参加

を求める場合であって、意見聴取の場の進行に特に支障がないと認められ

るときは、補助者が参加できるものとする。 

（注）意見聴取の場において、当事者が営業秘密等他の当事者に開示する

ことにより自己の利益が害されると認められる事項について述べる必

要がある場合であって希望する場合には、他の当事者と同席すること

を要しないものとする。 

６ 陳述要領書等の提出 

⑴ 当事者が意見聴取の場において意見を述べる場合には、原則として意見

聴取の場の開催の日の７日（行政機関の休日を含まない。）前の日までに、

申立先の本関知的財産調査官に陳述要領書その他の資料を提出することが

できるものとする。陳述要領書その他の資料は、陳述要領書等の提出以前

に提出された相手方当事者の主張若しくは証拠に反論するためのもの又は

自己の主張を明確にするものに限るものとする。このとき、申立先税関の

本関知的財産調査官は、複写による資料の正確な再現が困難である等やむ

を得ないと認められる場合は、当事者に対して、提出資料の副本の提出を

求めることができるものとする。 

（注）既に提出済みの意見書等において主張していない事項に係る主張又
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は資料は、正当な事由があると認められる場合を除き、証拠としては

採用しない。 

なお、当事者は、陳述要領書等を提出せずに、既に提出済みの意見書

等を用いて意見陳述することができるものとする。 

⑵ （省略） 

⑶ 当事者は、意見聴取の場において、技術的内容などの説明を目的として

物品の提示又はその実演をすることができる。ただし、当該物品の提示又

はその実演については意見・証拠として扱わないので留意する。なお。意見

聴取の場の円滑な進行のため、物品の提示又はその実演を希望する場合に

は、原則として、意見聴取の場の開催の日の７執務日前の日までに申立先

税関の本関知的財産調査官に申し出るよう求めることとする。 

７ 意見聴取の場における留意事項 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場を進行するにあたって、以下の事項

に留意するものとする。 

⑴ 意見聴取の場の円滑な進行 

総括知的財産調査官は、必要があると認めるときは当事者の意見陳述又

は反論について簡略化を促し、又は中断を求めることができるものとする。 

 

⑵ 意見陳述又は反論の除外 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場において、当該申立てと無関係か

つ専門委員に予断を与えるおそれのある意見陳述又は反論が行われた場合

には、当該意見陳述又は反論を除外して専門委員意見書を作成するよう、

意見聴取の場又は後日であって専門委員意見書作成前に、専門委員に対し

て注意喚起する。 

⑶ 当事者の意見陳述 

イ 意見陳述は、原則として、申立人、利害関係者の順で行い、一方の当事

者が意見陳述している間は、他方の当事者の発言はできないものとする。

この場合において、意見陳述は、専門委員の求めがあることその他専門

は資料は、正当な事由があると認められる場合を除き、証拠としては

採用しない。 

なお、当事者は、陳述要領書等を提出せずに、既に提出済みの意見書

等を用いて意見陳述することができるものとする。 

⑵ （同左） 

⑶ 当事者は、意見聴取の場において、技術的内容などの説明を目的として

物品の提示又はその実演をすることができる。ただし、当該物品の提示又

はその実演については意見・証拠として扱わないので留意する。なお。意見

聴取の場の円滑な進行のため、物品の提示又はその実演を希望する場合に

は、原則として、意見聴取の場の開催の日の７日（行政機関の休日を含まな

い。）前の日までに申し出るよう求めることとする。 

７ 意見聴取の場における留意事項 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場を進行するにあたって、以下の事項

に留意するものとする。 

⑴ 意見陳述の場の円滑な進行 

総括知的財産調査官は、必要があると認められるときは当事者の意見陳

述又は反論について簡略化を促し、又は中断を求めることができるものと

する。 

⑵ 意見陳述又は反論の除外 

総括知的財産調査官は、意見陳述の場において、当該申立てと無関係か

つ専門委員に予断を与えるおそれのある意見陳述又は反論が行われた場合

には、当該意見陳述又は反論を除外して専門委員意見書を作成するよう、

意見聴取の場又は後日であって専門委員意見書作成前に、専門委員に対し

て注意喚起する。 

⑶ 当事者の意見陳述 

イ 意見陳述は、原則として、申立人、利害関係者の順で行い、一方の当事

者が意見陳述している間は、他方の当事者の発言はできないものとする。

この場合において、意見陳述は、専門委員の求めがあることその他専門
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委員が特に必要と認める場合を除き、意見聴取の場までに提出された当

事者の主張又は証拠（下記 10の⑴に規定する専門委員による調査・収集

資料を含む。）に対する反論又は自己の主張の明確化に限るものとする。

なお、意見陳述の際は、プロジェクター等を使用することができるもの

とする。 

ロ及びハ （省略） 

⑷ （省略） 

⑸ 専門委員の意見交換 

イ 専門委員は、陳述された意見の内容等を踏まえ、侵害の事実を疎明す

るに足りると認められるか否か等を判断するために必要な事実関係・法

律関係につき、他の専門委員と意見交換を行う。 

ロ 総括知的財産調査官及び申立先税関の本関知的財産調査官は、意見交

換の場に立ち会うものとする。 

（注）専門委員は、意見聴取の場後においても、総括知的財産調査官に対

し、専門委員間での意見交換を行いたい旨を申し入れることができる

ものとする。総括知的財産調査官は、当該申入れに基づき、意見交換の

日時の調整等を行うものとする。また、総括知的財産調査官は、原則と

して、当該意見交換に立ち会うものとする。 

⑹ 補足意見の求め（専門委員による求釈明）等 

イ 専門委員の意見交換の後、専門委員は当事者に対して釈明、主張の追

加・変更又は主張を裏付けるための更なる証拠の提出を求めることがで

きるものとする。 

ロ （省略） 

⑺ 今後の予定の説明 

総括知的財産調査官は、出席者に対し、意見聴取の場の終了から受理・不

受理の決定に至るまでの今後の予定を伝えるものとする。 

８ 当事者からの補足意見 

⑴ 補足意見の提出 

委員が特に必要と認める場合を除き、意見聴取の場までに提出された当

事者の主張又は証拠（下記 10 の⑴に規定する調査資料等を含む。）に対

する反論又は自己の主張の明確化に限るものとする。なお、意見陳述の

際は、プロジェクター等を使用することができるものとする。 

 

ロ及びハ （同左） 

⑷ （同左） 

⑸ 専門委員の意見交換 

イ 専門委員は、陳述された意見の内容等を踏まえ、侵害の事実を疎明す

るに足りると認められるか否か等を判断するために必要な事実関係・法

律関係につき他の専門委員と意見交換を行う。 

ロ 総括知的財産調査官及び申立先税関の本関知的財産調査官は、専門委

員の意見交換の場に立ち会うものとする。 

（注）専門委員は、意見聴取の場後において、総括知的財産調査官に対し、

専門委員間での意見交換を行いたい旨を申し入れることができるもの

とする。総括知的財産調査官は、当該申し入れに基づき、意見交換の日

時の調整等を行うものとする。また、総括知的財産調査官は、原則とし

て、当該意見交換に立ち会うものとする。 

⑹ 補足意見の求め（専門委員による求釈明）等 

イ 専門委員の意見交換の結果、専門委員は当事者に対して釈明、主張の

追加・変更又は主張を裏付けるための更なる証拠の提出を求めることが

できるものとする。 

ロ （同左） 

⑺ 今後の予定の説明 

総括知的財産調査官は、当事者に対し、意見聴取の場の終了から受理・不

受理・保留の決定に至るまでの今後の予定を伝えるものとする。 

８ 当事者からの補足意見 

⑴ 補足意見の提出 
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専門委員による補足意見の求めの有無にかかわらず、当事者は、書面に

て申立先税関の本関知的財産調査官に補足意見を提出できるものとする。

この場合において、補足意見は、専門委員の求めがあることその他専門委

員が特に必要と認める場合を除き、意見聴取の場までに又は意見聴取の場

において提出された当事者の主張又は証拠（下記 10の⑴に規定する専門委

員による調査・収集資料を含む。）に対する反論又は自己の主張の明確化に

限るものとする。なお、「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通

知書」の送付を受けた当事者であって、意見聴取の場に出席しなかった者

に対しては、申立先税関の本関知的財産調査官から補足意見を提出できる

旨を連絡するものとする。 

⑵ （省略） 

⑶ 補足意見の開示 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当事者から提出された補足意見書

をその写しの交付等により専門委員及び他の当事者に開示するものとす

る。このとき、申立先税関の本関知的財産調査官は、税関では複写による資

料の正確な再現が困難である等やむを得ないと認められる場合は、当事者

に対して、提出資料の副本の提出を求めることができるものとする。 

９ 電磁的記録の提出の求め 

⑴ （省略） 

⑵ 専門委員は、意見書作成のため必要があると認められる場合において、

当事者が提出した意見又は証拠等の内容を記録した電磁的記録を有してい

るときは、総括知的財産調査官に対し、当該電磁的記録の提出を当事者に

求めるよう申し入れることができるものとする。総括知的財産調査官は、

当該申入れに基づき、申立先税関の本関知的財産調査官を通じて、当事者

に対し当該電磁的記録の提出を求めることができるものとする。 

10 専門委員意見書 

⑴ 専門委員による資料等の調査・収集 

専門委員は意見書の作成に当たり、自ら資料等の調査・収集を行うこと

専門委員による補足意見の求めの有無にかかわらず、当事者は、書面に

て申立先の本関知的財産調査官に補足意見を提出できるものとする。この

場合において、補足意見は、専門委員の求めがあることその他専門委員が

特に必要と認める場合を除き、意見聴取の場までに又は意見聴取の場にお

いて提出された当事者の主張又は証拠（下記 10の⑴に規定する調査資料等

を含む。）に対する反論又は自己の主張の明確化に限るものとする。なお、

「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通知書」の送付を受けた

当事者であって、意見聴取の場に出席しなかった者に対しては、申立先税

関の本関知的財産調査官から補足意見を提出できる旨を連絡するものとす

る。 

⑵ （同左） 

⑶ 補足意見の開示 

申立先税関の本関知的財産調査官は、当事者から提出された補足意見書

をその写しの交付等により専門委員及び他の当事者に開示するものとす

る。このとき、申立先税関の本関知的財産調査官は、複写による資料の正確

な再現が困難である等やむを得ないと認められる場合は、当事者に対して、

提出資料の副本の提出を求めることができるものとする。 

９ 電磁的記録の提出の求め 

⑴ （同左） 

⑵ 専門委員は、意見書作成のため必要があると認められる場合において、

当事者が提出した意見又は証拠等の内容を記録した電磁的記録を有してい

るときは、総括知的財産調査官に対し、当該電磁的記録の提出を当事者に

求めるよう申し入れることができるものとする。総括知的財産調査官は、

専門委員からの申し入れに基づき、当事者に対し当該電磁的記録の提出を

求めることができるものとする。 

10 専門委員意見書 

⑴ 専門委員による資料等の調査・収集 

専門委員は意見書の作成に当たり、自ら資料等の調査・収集を行うこと
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ができるものとする。この場合において、当該資料等であって当事者が提

出した主張又は証拠に含まれていないと認められるもの（以下この号にお

いて「調査資料等」という。）を基に意見を述べようとするときは、申立先

税関の本関知的財産調査官を通じ、原則として意見聴取の場の開催の日の

７執務日前の日までに、調査資料等を当事者に送付し、意見聴取の場まで

の間に意見を述べる機会（意見聴取の場における意見陳述を含む。）を与え

るものとする。７執務日前の日までに当事者に送付できない場合は、当事

者が補足意見として調査資料等について意見を述べる機会を与えるものと

する。なお、申立先税関の本関知的財産調査官は、専門委員から調査資料等

の提出があった場合には、他の専門委員に送付するものとする。 

 

⑵ 専門委員意見書の提出 

専門委員は、税関から送付を受けた資料及び自ら調査・収集した資料等

に基づき、「意見書」（別紙様式５）を作成し、意見照会を行った税関長宛て

に提出するものとする。この場合、対象申立てが意見書において特定され

ているのであれば、意見書は別紙様式５に関わらず適宜の様式で差し支え

ない。なお、複数の専門委員が連名で意見書を作成することができるもの

とする。 

⑶ 専門委員意見書の内容 

専門委員は、意見書において、申立人より提出された証拠が侵害の事実

を疎明するに足りると認められるか否かについてその結論及び理由を述べ

るものとする。なお、意見書作成時点において侵害の事実の疎明が十分と

認められない場合は、疎明不十分（不受理とすべき）との意見を述べるもの

とする。 

 

 

 

⑷ （省略） 

ができるものとする。この場合において、当該資料等であって当事者が提

出した主張又は証拠に含まれていないと認められるもの（以下この号にお

いて「調査資料等」という。）を基に意見を述べようとするときは、申立先

税関の本関知的財産調査官を通じ、原則として意見聴取の場の開催の日の

７日（行政機関の休日を含まない。）前の日（以下この号において「７執務

日前の日」という。）までに、調査資料等を当事者に送付し、意見聴取の場

までの間に意見を述べる機会（意見聴取の場における意見陳述を含む。）を

与えるものとする。７執務日前の日までに当事者に送付できない場合は、

当事者が補足意見として調査資料等について意見を述べる機会を与えるも

のとする。なお、申立先税関の本関知的財産調査官は、調査資料等を他の専

門委員に速やかに送付するものとする。 

⑵ 専門委員意見書の提出 

専門委員は、税関から送付を受けた資料及び自ら調査・収集した資料等

に基づき、「意見書」（別紙様式５）を作成し、申立先税関の税関長宛てに提

出するものとする。この場合、対象申立てが意見書において特定されてい

るのであれば、適宜の様式でも差し支えないものとする。なお、複数の専門

委員が連名で意見書を作成することができるものとする。 

 

⑶ 専門委員による意見の内容 

イ 専門委員は、意見書において、申立人より提出された証拠が侵害の事

実を疎明するに足りると認められるか否かについてその結論及び理由

（下記ロにより申立てを保留とする場合はその結論及び理由）を述べる

ものとする。 

ロ 専門委員は、意見照会に係る事案に関し、当事者が侵害の有無につい

て裁判所等において争っている場合又は争うことが見込まれる場合に

は、裁判所等の判断が出るまで当該申立てを保留とすべき旨の意見を述

べることができるものとする。 

⑷ （同左） 
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11 専門委員意見書に対する当事者意見 

⑴ （省略） 

⑵ 申立先税関の本関知的財産調査官は、上記⑴の専門委員意見書に対する

意見書の提出があった場合には、当該意見書をその写しの交付等により他

の当事者及び専門委員に開示するものとする。このとき、申立先税関の本

関知的財産調査官は、税関では複写による資料の正確な再現が困難である

等やむを得ないと認められる場合は、当事者に対して、提出資料の副本の

提出を求めることができるものとする。 

12 受理・不受理の決定 

⑴ 決定の方法 

イ 総括知的財産調査官は、専門委員意見書について明らかな事実誤認等

の特段の事情がない限り、専門委員の多数意見を尊重して輸入差止申立

ての受理・不受理について任意の書式で意見書を作成し、申立先税関の

本関知的財産調査官に送付するものとする。 

ロ 申立先税関の本関知的財産調査官は、意見書を踏まえて、受理・不受理

のいずれかを決定するものとする。 

 

⑵ （省略） 

⑶ 決定の通知 

申立先税関の本関知的財産調査官は、次により受理・不受理の決定につ

いて通知するものとする。 

イ 申立人に対する受理・不受理の決定の通知は、関税法基本通達 69の 13

－７に基づき行うものとする。 

 

ロ 専門委員及び「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通知書」

の送付を受けた利害関係者に対する受理・不受理の結果の通知は、「輸入

差止申立てにおける専門委員意見照会に係る輸入差止申立ての受理・不

受理結果通知書」（別紙様式６）により、遅滞なく行うものとする。 

11 専門委員意見書に対する当事者意見 

⑴ （同左） 

⑵ 申立先税関の本関知的財産調査官は、上記⑴の専門委員意見書に対する

意見書の提出があった場合には、当該意見書をその写しの交付等により他

の当事者及び専門委員に開示するものとする。このとき、申立先税関の本

関知的財産調査官は、複写による資料の正確な再現が困難である等やむを

得ないと認められる場合は、当事者に対して、提出資料の副本の提出を求

めることができるものとする。 

12 受理・不受理・保留の決定 

⑴ 決定の方法 

明らかな事実誤認等の特段の事情がない限り、専門委員の多数意見を尊

重して、受理・不受理・保留のいずれかを決定するものとする。なお、裁判

所等の判断が出るまで保留とする場合には、申立人に対し、裁判所等の判

断が出た場合には速やかに判決等の内容が確認できる資料を申立先の本関

知的財産調査官に提出するよう依頼する。申立先税関の本関知的財産調査

官は、当該資料の送付があった場合は、速やかに、専門委員の意見及び送付

のあった資料により受理又は不受理を決定するものとする。 

⑵ （同左） 

⑶ 決定の通知 

 

 

イ 申立人に対する受理・不受理の決定の通知は、関税法基本通達 69の 13

－７に基づき行うものとする。また、保留の決定の通知は、「輸入差止申

立て保留通知書」（別紙様式６）により行うものとする。 

ロ 専門委員及び「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通知書」

の送付を受けた利害関係者に対する受理・不受理・保留の決定の通知は、

「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会に係る輸入差止申立ての受

理・不受理・保留結果通知書」（別紙様式７）により、遅滞なく行うもの
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13 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の中止 

⑴ 専門委員意見照会を中止とする場合 

総括知的財産調査官は、専門委員に「輸入差止申立てにおける専門委員

意見照会書」が送達された後に次の事実が生じた場合には、専門委員意見

照会を中止することができる。 

イ 対象申立てが取り下げられた場合 

 

ロ 上記１⑴に掲げる特段の事情に該当することとなった場合 

ハ その他専門委員の意見が必要でなくなった場合 

⑵ 専門委員意見照会中止の通知 

専門委員意見照会を中止した場合には、申立先税関の本関知的財産調査

官は、専門委員及び当事者に対し「輸入差止申立てにおける専門委員意見

照会中止通知書」（別紙様式７）により、その旨を通知するものとする。 

 

14 専門委員意見照会の結果の公表 

総括知的財産調査官は、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会を実施

した事案について、受理・不受理が決定された後、個人・法人情報や企業秘密

の取扱いに十分留意の上、原則として以下の事項を財務省の税関ホームペー

ジで公表するものとする。 

⑴ 知的財産の種別（特許権、意匠権等） 

⑵ 主な争点 

⑶ 専門委員意見の概要 

⑷ 処理結果及び処理年 

 

第２章 輸入貨物に係る認定手続における専門委員意見照会の取扱い 

 

 輸入貨物に係る認定手続における専門委員意見照会は、次により実施するも

とする。 

13 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の中止 

⑴ 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会が中止となる場合 

専門委員に「輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書」が送達され

た後であって専門委員の意見が提出される前に次の事実が生じた場合に

は、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会を中止するものとする。 

イ 当事者間の和解成立その他の理由により対象申立てが取り下げられた

場合 

（新規） 

ロ その他専門委員の意見が必要でなくなった場合 

⑵ 輸入差止申立てにおける専門委員意見照会中止の通知 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会を中止した場合には、申立先

税関の本関知的財産調査官は、専門委員に対しては「輸入差止申立てにお

ける専門委員意見照会に係る回答不要通知書」（別紙様式８）により、当事

者に対しては口頭により、その旨を通知するものとする。 

14 専門委員意見照会の結果の公表 

総括知的財産調査官は、輸入差止申立てにおける専門委員意見照会を実施

した事案について、受理・不受理・保留の決定の後、当事者及び専門委員の了

承が得られた場合には、以下の事項を財務省の税関ホームページで公表する

ものとする。 

⑴ 知的財産の種別（特許権、意匠権等） 

⑵ 主な争点 

⑶ 専門委員意見の概要 

⑷ 処理結果及び処理年月 

 

第２章 認定手続における専門委員意見照会の取扱い 

 

 認定手続における専門委員意見照会は、次により実施するものとする。 
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のとする。 

 

１ 認定手続における専門委員意見照会の実施 

⑴ 認定手続に係る貨物が侵害物品に該当するか否かを判断することが難し

い場合は、総括知的財産調査官及び当該認定手続を執っている知的財産調

査官等（関税法基本通達 69 の 11－５の⑴又は⑶に規定する知的財産調査

官及び知的財産担当官並びに 69 の 12－１－１の⑴に規定する発見部門の

長（知的財産調査官又は知的財産担当官が配置されていない官署に限る。）

をいう。以下この章において同じ。）は、原則として認定手続における専門

委員意見照会を実施するものとする（総括知的財産調査官及び本関知的財

産調査官以外の知的財産調査官等が実施する場合には、本関知的財産調査

官は必要に応じて当該知的財産調査官等を支援するものとする。）。ただし、

下記イからハまでの事項は認定手続における専門委員意見照会の対象とな

らないので留意する。 

 

イ及びロ （省略） 

ハ 輸入差止申立てに係る貨物について認定手続を執っている場合で、当

該輸入差止申立ての際に既に明らかであった争点に係る事項 

⑵ 対象認定手続（専門委員に対し意見を求める対象となる認定手続をいう。

以下この章において同じ。）を執っている知的財産調査官等は、総括知的財

産調査官と協議のうえ、争点及び証拠等を整理するとともに考え方を明確

にし、対象認定手続に係る貨物が侵害物品に該当するか否かに関し、その

考え方の妥当性について専門委員に意見照会を行うものとする（本関知的

財産調査官以外の知的財産調査官等が対象認定手続を執っている場合にお

いて、当該知的財産調査官等は本関知的財産調査官を通じて総括知的財産

調査官と協議のうえ、専門委員に意見照会を行うものとする。）。この場合

において、当該知的財産調査官等は、その争点及び証拠等を整理するため

に必要があると認められる場合において、当事者（権利者及び輸入者等を

 

 

１ 認定手続における専門委員意見照会の実施 

⑴ 輸入差止申立ての際に明らかでなかった新たな争点などにより、認定手

続に係る貨物が侵害物品に該当するか否かを判断することが難しい場合

は、総括知的財産調査官及び当該認定手続を執っている知的財産調査官等

（関税法基本通達 69 の 11－５の⑴又は⑶に規定する知的財産調査官及び

知的財産担当官並びに発見部門の長（知的財産調査官又は知的財産担当官

が配置されていない官署に限る。）をいう。以下この章において同じ。）は、

原則として認定手続における専門委員意見照会を実施するため、下記の事

務を行うものとする（総括知的財産調査官及び本関知的財産調査官以外の

知的財産調査官等が当該事務を行う場合において、本関知的財産調査官は

必要に応じて当該知的財産調査官等を支援するものとする。）。ただし、下

記イ及びロの事項は認定手続における専門委員意見照会の対象とならない

ので留意する。 

イ及びロ （同左） 

  （新規） 

 

⑵ 対象認定手続（専門委員に対し意見を求める対象となる認定手続をいう。

以下この章において同じ。）を執っている知的財産調査官等は、総括知的財

産調査官と協議のうえ、争点及び証拠等を整理するとともに考え方を明確

にし、対象認定手続に係る貨物が侵害物品に該当するか否かに関し、その

考え方の妥当性について専門委員に意見照会を行うものとする（本関知的

財産調査官以外の知的財産調査官等が対象認定手続を執っている場合にお

いて、当該知的財産調査官等は本関知的財産調査官を通じて総括知的財産

調査官と協議のうえ、専門委員に意見照会を行うものとする。）。この場合

において、当該知的財産調査官等は、その争点及び証拠等を整理するため

に必要があると認められる場合において、当事者が提出した意見又は証拠
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いう。以下この章において同じ。）が提出した意見又は証拠等の内容を記録

した電磁的記録を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録

の提出を求めることができるものとする。 

⑶ （省略） 

２ 事案終了までの期間 

対象認定手続に係る貨物が侵害物品に該当するか否かの認定は、当該対象

認定手続の開始から２か月以内に行うよう努めるものとする。ただし、当事

者の要望により意見聴取の場が開催される場合は、３か月以内に行うよう努

めるものとする（別添２参照）。 

３ 意見聴取の場の開催 

⑴ 認定手続における専門委員意見照会を実施しようとする場合、対象認定

手続を執っている知的財産調査官等は、当事者にその旨を連絡し、当事者

が意見聴取の場の開催を要望するか否か及び意見聴取の場が開催された場

合に出席の意思があるか否かを確認するものとする。 

⑵ 当事者が意見聴取の場の開催を要望する場合は、関税法基本通達 69の 12

－１－４の⑶のロの弁明の提出期限までに書面により提出するよう求める

ものとし、当該要望が認定手続を不当に遅延させることを目的とするもの

でないと認められるときは、意見書の作成のために専門委員が当事者の意

見を聴くことを目的として、意見聴取の場を開催することとする。なお、意

見聴取の場の開催場所については、当面、東京税関本関の会議室とする。 

 

 

４ 専門委員の委嘱等 

⑴ 専門委員候補に係る特別な利害関係の確認 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、上記３⑴の連絡の際に、

当事者に対し、専門委員候補と権利者又は輸入者等との間に特別な利害関

係がある場合には、速やかに当該専門委員候補の氏名及び理由を書面によ

り提出するよう求めるものとする。 

等の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、その当事者に対し、

当該電磁的記録の提出を求めることができるものとする。 

 

⑶ （同左） 

２ 事案終了までの期間 

対象認定手続に係る貨物が侵害物品に該当するか否かの認定は、原則とし

て当該対象認定手続の開始から１か月以内を目途に行うものとする。ただし、

権利者又は輸入者の要望により意見聴取の場が開催される場合は、２か月以

内を目途に行うものとする（別添２参照）。 

３ 意見聴取の場の開催の要望 

⑴ 認定手続における専門委員意見照会を実施しようとする場合、対象認定

手続を執っている知的財産調査官等は、当事者（権利者及び輸入者をいう。

以下この章において同じ。）にその旨を連絡し、当事者が意見聴取の場の開

催を要望するか否かを確認するものとする。 

⑵ 当事者が意見聴取の場の開催を要望する場合は、関税法基本通達 69の 12

－１－４の⑶のロの弁明の提出期限までに書面で提出させるものとし、当

該要望が認定手続を不当に遅延させることを目的とするものでないと認め

られるときは、意見書の作成のために専門委員が当事者の意見を聴くこと

を目的として、意見聴取の場を開催することとする。 

（注）意見聴取の場を開催する場合においても、検討する事項については、

当事者の一方である輸入者の異同にかかわらず、輸入差止申立ての際

に明らかでなかった新たな争点等に限定されることに留意する。 

４ 専門委員の委嘱等 

⑴ 専門委員候補に係る特別な利害関係に関する意見 

イ 対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、上記３⑴の連絡の際

に、当事者に対し、専門委員候補と権利者又は輸入者との特別な利害関

係に関する意見を求めるものとする。 

ロ 上記イの意見がある場合には、当該専門委員候補氏名及び理由を関税
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⑵ 専門委員の選定 

総括知的財産調査官は、上記⑴により提出された書面を考慮して、当事

者と特別な利害関係がないと認められる者を専門委員候補の中から専門委

員予定者として３名（必要と認める場合は５名）選定するとともに、当該専

門委員予定者に対し、権利者又は輸入者等と特別な利害関係がないことに

ついて確認を求めるものとし、併せて、意見聴取の場への出席及び専門委

員意見書の提出に支障がないことを確認するものとする。なお、特別な利

害関係がないことが確認できない場合には、別の専門委員予定者を選定す

るものとする。 

⑶ 専門委員の委嘱 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、上記⑵により選定され

た専門委員予定者に対し「委嘱状」（別紙様式８）を交付するものとする。

この場合において、委嘱者は対象認定手続を執っている税関の税関長とす

る。 

（注）個別事案ごとに専門委員に委嘱することが困難な専門委員候補につ

いては、「委嘱状」（別紙様式２）により、２年の期間を区切り、輸出差

止申立て、輸入差止申立て及び認定手続における専門委員意見照会に

係る専門委員として９税関分について包括的に委嘱するものとする

が、個別事案において当該専門委員と権利者又は輸入者等との間に特

別な利害関係がある場合は、当該個別事案については、当該専門委員

に意見を求めないものとする。 

５ 専門委員への意見照会 

⑴ 専門委員への意見照会 

イ 専門委員への意見照会 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、専門委員に対し「認

定手続における専門委員意見照会書」（別紙様式９）を送付し、意見を求

法基本通達 69 の 12－１－４の⑶のロの弁明の提出期限までに、書面に

より提出するよう求めるものとする。 

⑵ 専門委員の選定 

総括知的財産調査官は、上記⑴の意見等を参考に当事者と特別な利害関

係を有しないと認められる者を専門委員候補の中から専門委員予定者とし

て３名（税関が必要と認める場合は５名）選定するとともに、当該専門委員

予定者に対し、申立人又は利害関係者と特別な利害関係を有していないこ

とについて確認を求めるものとする。利害関係を有していないことが確認

できない場合には、総括知的財産調査官は、別の専門委員予定者を選定す

るものとする。 

 

⑶ 専門委員の委嘱 

総括知的財産調査官は、日程調整後、上記⑵により選定された専門委員

予定者に対し「委嘱状」（別紙様式９）を交付するものとする。この場合に

おいて、委嘱者は対象認定手続を執っている税関の税関長とする。 

 

（注）個別事案ごとに専門委員に委嘱することが困難な専門委員候補につ

いては、「委嘱状」（別紙様式２）により、２年の期間を区切り、輸出差

止申立て、輸入差止申立て及び認定手続における専門委員意見照会に

係る専門委員として９税関分について包括的に委嘱するものとする

が、当該専門委員が個別事案に特別の利害関係を有する場合は、当該

個別事案については、当該専門委員に意見を求めないものとする。 

 

５ 専門委員への意見照会 

⑴ 専門委員への意見照会 

イ 専門委員への意見照会 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、専門委員に対し「認

定手続における専門委員意見照会書」（別紙様式１０）を送付し、意見を
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めるものとする。この場合において、対象認定手続の争点及び当事者か

ら提出された証拠・意見を整理し、税関の考え方を明確にしたうえで、こ

れを「認定手続における専門委員意見照会書」に記載する。 

 

 

 

ロ 専門委員への資料の送付 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、当事者から当該対象

認定手続において提出された証拠・意見及び参考となる資料（輸入差止

申立てが参考となる場合には、申立人が非公開としている部分にその旨

注記する。）を専門委員に送付するものとする。 

⑵ 当事者への実施通知 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、当事者に対し、「認定手

続における専門委員意見照会実施通知書」（別紙様式１０）により、専門委

員意見照会を行う旨を通知するものとする。この場合において、専門委員

に照会する争点等及び税関の考え方を書面により併せて通知するものとす

る。 

 

 

 

６ 意見聴取の場を開催する場合の取扱い 

⑴ 意見聴取の場の日時決定 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場の日時を次により決定し、対象認

定手続を執っている知的財産調査官等は、専門委員及び当事者に対し任意

の書式により通知するものとする。 

イ 専門委員の都合を考慮のうえ候補日時を設定し、当事者に通知する。 

 

ロ 当事者の都合を聴いたうえで、意見聴取の場の日時を決定する。 

求めるものとする。この場合において、対象認定手続の争点及び当事者

から提出された証拠・意見を整理し、税関の考え方を明確にしたうえで、

これを「認定手続における専門委員意見照会書」に記載する。この場合、

上記３において当事者が意見聴取の場の開催を要望する場合を除き、原

則として個別に専門委員の意見を求めることとし、税関において後日そ

の意見を整理しておくものとする。 

ロ 専門委員への資料の送付 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、当事者から当該対象

認定手続において提出された証拠・意見及び参考となるべき資料（輸入

差止申立てが参考となる場合には、申立人が非公開としている部分にそ

の旨注記する。）を専門委員に送付するものとする。 

⑵ 当事者への実施通知 

対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、当事者に対し、意見聴

取の場を開催しない場合には、「認定手続における専門委員意見照会実施通

知書」（別紙様式１１）により専門委員の氏名を通知し、意見聴取の場を開

催する場合には、「認定手続における専門委員意見照会実施通知書（意見聴

取の場の開催）」（別紙様式１２）により、専門委員の氏名及び意見聴取の場

の日時・場所（当面、東京税関本関の会議室）並びに意見聴取の場への参加

意思の確認の通知を行うものとする。この場合において、専門委員に照会

する争点等及び税関の考え方を書面により併せて通知するものとする。 

６ 意見聴取の場を開催する場合の取扱い 

⑴ 意見聴取の場の日時決定 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場の日時を、次により決定するもの

とする。 

 

イ 意見聴取の場として、専門委員の都合を考慮のうえ二以上の候補日時

を設定し、当事者に対し通知する。 

ロ 当事者から候補日時についての都合を聴いたうえで、意見聴取の場の
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⑵ 専門委員の事前打合せ等 

イ 専門委員の事前打合せ 

専門委員は、意見聴取の場に先立ち、総括知的財産調査官に対し、専門

委員間での事前打合せを行いたい旨を申し入れることができるものとす

る。総括知的財産調査官は、当該申入れに基づき、事前打合せの日時の調

整等を行うものとする。また、総括知的財産調査官は、原則として、当該

事前打合せに立ち会うものとする。 

ロ （省略） 

⑶ 意見聴取の場への出席者確認 

イ 対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、意見聴取の場に出席

する当事者に対して、意見聴取の場の円滑な進行について協力を要請す

るとともに出席予定者（当事者のほか、代理人、補助者を含む。）の会社

名、役職、氏名及びふりがな、代理人又は補助者にあってはその別を書面

にて提出するよう求めるものとする。なお、当事者が出席しない場合で、

代理人が出席するときは、既に提出されている場合を除き、当事者との

委任関係を証する書類の提出を求めるものとし、補助者が出席するとき

には、その補助する当事者又は代理人とともに出席するのでなければ、

その補助する当事者又は代理人との関係を示す書面の提出を求めるもの

とする。 

ロ 総括知的財産調査官は、原則として上記⑴の書面にある出席予定者の

み意見聴取の場への出席を認めるものとする。また、意見聴取の場に当

事者が出席する場合には、原則として他の当事者と同席させるものとす

る。 

（注）意見聴取の場において、当事者が営業秘密等他の当事者に開示す

ることにより自己の利益が害されると認められる事項について述べ

る必要がある場合であって希望する場合には、他の当事者と同席す

ることを要しないものとする。 

日時を決定する。 

⑵ 専門委員の事前打合せ等 

イ 専門委員の事前打合せ 

専門委員は、意見聴取の場に先立ち、総括知的財産調査官に対し、専門

委員間での事前打合せを行いたい旨を申し入れることができるものとす

る。総括知的財産調査官は、当該申し入れに基づき、事前打合せの日時の

調整等を行うものとする。また、総括知的財産調査官は、原則として、当

該事前打合せに立ち会うものとする。 

ロ （同左） 

⑶ 意見聴取の場への出席者確認 

イ 対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、意見聴取の場に出席

する当事者に対して、意見聴取の場における意見陳述は簡潔に行うこと

等を案内するとともに出席予定者（代理人、下記ロの補助者を含む）の会

社名、役職、氏名及びふりがなを書面にて提出するよう求めるものとす

る。代理人、補助者にあってはその別も併記する。なお、代理人について

は、既に提出されている場合を除き、当事者との委任関係を証する書類

の添付を求めるものとする。 

 

 

 

ロ 総括知的財産調査官は、意見聴取の場に当事者が出席する場合には、

原則として他の当事者と同席させるものとする。また、当事者が当事者

又はその代理人を補助する者（以下この章において「補助者」という。）

の参加を求める場合であって、意見聴取の場の進行に特に支障がないと

認められるときは、補助者が参加できるものとする。 

（注）意見聴取の場において、当事者が営業秘密等他の当事者に開示す

ることにより自己の利益が害されると認められる事項について述べ

る必要がある場合であって希望する場合には、他の当事者と同席す
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⑷ 陳述要領書等の提出 

イ 当事者が意見聴取の場において意見を述べる場合には、原則として意

見聴取の場の開催の日の７執務日前の日までに、上記５の⑵の規定によ

り税関から送付された争点等及び考え方に関し、対象認定手続を執って

いる知的財産調査官等に陳述要領書等を提出することができるものとす

る。 

ロ （省略） 

７ 意見聴取の場における留意事項 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場を進行するにあたって、以下の事項

に留意するものとする。 

⑴ 意見聴取の場の円滑な進行 

総括知的財産調査官は、必要があると認めるときは当事者の意見陳述又

は反論について簡略化を促し、又は中断を求めることができるものとする。 

 

⑵ 意見陳述又は反論の除外 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場において、当該申立てと無関係か

つ専門委員に予断を与えるおそれのある意見陳述又は反論が行われた場合

には、当該意見陳述又は反論を除外して専門委員意見書を作成するよう、

意見聴取の場又は後日であって専門委員意見書作成前に、専門委員に対し

て注意喚起する。 

⑶ 当事者の意見陳述 

イ 意見陳述は、原則として、権利者、輸入者等の順で行い、一方の当事者

が意見陳述している間は、他方の当事者の発言はできないものとする。

この場合において、意見陳述は、専門委員の求めがあることその他専門

委員が特に必要と認める場合を除き、意見聴取の場までに提出された当

事者の主張又は証拠（上記５の⑵の規定により税関から送付された争点

等及び考え方を含む。）に対する反論又は自らの主張等の明確化に限るも

ることを要しないものとする。 

⑷ 陳述要領書等の提出 

イ 当事者が意見聴取の場において意見を述べる場合には、原則として意

見聴取の場の開催の日の７日（行政機関の休日を含まない。）前の日まで

に、上記５の⑵の規定により税関から送付された争点等及び考え方に関

し、対象認定手続を執っている知的財産調査官等に陳述要領書その他の

資料を提出することができるものとする。 

ロ （同左） 

７ 意見聴取の場における留意事項 

総括知的財産調査官は、意見聴取の場を進行するにあたって、以下の事項

に留意するものとする。 

⑴ 意見陳述の場の円滑な進行 

総括知的財産調査官は、必要があると認められるときは当事者の意見陳

述又は反論について簡略化を促し、又は中断を求めることができるものと

する。 

⑵ 意見陳述又は反論の除外 

総括知的財産調査官は、意見陳述の場において、当該申立てと無関係か

つ専門委員に予断を与えるおそれのある意見陳述又は反論が行われた場合

には、当該意見陳述又は反論を除外して専門委員意見書を作成するよう、

意見聴取の場又は後日であって専門委員意見書作成前に、専門委員に対し

て注意喚起する。 

⑶ 当事者の意見陳述 

イ 意見陳述は、原則として、権利者、輸入者の順で行い、一方の当事者が

意見陳述している間は、他方の当事者の発言はできないものとする。こ

の場合において、意見陳述は、専門委員の求めがあることその他専門委

員が特に必要と認める場合を除き、意見聴取の場までに提出された当事

者の主張又は証拠（上記５の⑵の規定により税関から送付された争点等

及び考え方を含む。）に対する反論又は自らの主張等の明確化に限るもの
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のとする。なお、意見陳述の際は、プロジェクター等を使用することがで

きるものとする。 

ロ及びハ （省略） 

⑷ （省略） 

⑸ 専門委員の意見交換 

イ 専門委員は、陳述された意見の内容等を踏まえ、侵害物品に該当する

か否かを判断するために必要な事実関係・法律関係につき、他の専門委

員と意見交換を行う。 

ロ 総括知的財産調査官及び対象認定手続を執っている知的財産調査官等

は、意見交換の場に立ち会うものとする。 

（注）専門委員は、意見聴取の場後においても、総括知的財産調査官に対

し、専門委員間での意見交換を行いたい旨を申し入れることができる

ものとする。総括知的財産調査官は、当該申入れに基づき、意見交換の

日時の調整等を行うものとする。また、総括知的財産調査官は、原則と

して、当該意見交換に立ち会うものとする。 

⑹ 補足意見の求め（専門委員による求釈明）等 

イ 専門委員の意見交換の後、専門委員は当事者に対して釈明、主張の追

加・変更又は主張を裏付けるための更なる証拠の提出を求めることがで

きるものとする。 

ロ （省略） 

⑺ 今後の予定の説明 

総括知的財産調査官は、出席者に対し、意見聴取の場の終了から疑義貨

物が侵害物品に該当するか否かの認定に至るまでの今後の予定を伝えるも

のとする。 

８ （省略） 

９ 専門委員意見書 

 ⑴ 専門委員意見書の提出 

専門委員は、税関から送付された「認定手続における専門委員意見照会

とする。なお、意見陳述の際は、プロジェクター等を使用することができ

るものとする。 

ロ及びハ （同左） 

⑷ （同左） 

⑸ 専門委員の意見交換 

イ 専門委員は、陳述された意見の内容等を踏まえ、侵害物品に該当する

か否かを判断するために必要な事実関係・法律関係につき、他の専門委

員と意見交換を行う。 

ロ 総括知的財産調査官及び対象認定手続を執っている知的財産調査官等

は、意見交換の場に立ち会うものとする。 

（注）専門委員は、必要に応じ、意見聴取の場後においても、総括知的財産

調査官に対し、専門委員間での意見交換を行いたい旨を申し入れるこ

とができるものとする。総括知的財産調査官は、当該申し入れに基づ

き、意見交換の日時の調整等を行うものとする。また、総括知的財産調

査官は、原則として、当該意見交換に立ち会うものとする。 

⑹ 補足意見の求め（専門委員による求釈明）等 

イ 専門委員の意見交換の結果、専門委員は当事者に対して釈明、主張の

追加・変更又は主張を裏付けるための更なる証拠の提出を求めることが

できるものとする。 

ロ （同左） 

⑺ 今後の予定の説明 

総括知的財産調査官は、当事者に対し、意見聴取の場の終了から侵害疑

義物品が侵害物品に該当するか否かの認定に至るまでの今後の予定を伝え

るものとする。 

８ （同左） 

９ 専門委員意見 

 ⑴ 専門委員の意見 

専門委員は、税関から送付された「認定手続における専門委員意見照会



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 

22 

改正後 改正前 

書」その他の資料（意見聴取の場が開催された場合には、その際の当事者の

意見等を含む。）に基づいて、「意見書」（別紙様式５）を作成し、意見照会

を行った税関長宛てに提出するものとする。この場合、対象認定手続が意

見書において特定されているのであれば、意見書は別紙様式５に関わらず

適宜の様式で差し支えない。なお、複数の専門委員が連名で意見書を作成

することができるものとする。 

 ⑵ 専門委員意見書の内容 

専門委員は、意見書において、疑義貨物が侵害物品に該当するか否かに

関し、税関の考え方の妥当性について、その結論及び理由を述べるものと

する。 

10 侵害物品に該当するか否かの認定 

⑴ 認定の方法 

イ 総括知的財産調査官は、専門委員意見書に明らかな事実誤認等の特段

の事情がない限り、専門委員の多数意見を尊重して疑義貨物が侵害物品

に該当するか否かについて任意の書式で意見書を作成し、対象認定手続

を執っている知的財産調査官等に送付するものとする。 

ロ 対象認定手続を執っている知的財産調査官等は、意見書を踏まえて、

侵害物品に該当するか否かを認定するものとする。 

 ⑵ （省略） 

11 認定手続における専門委員意見照会の中止 

⑴ 専門委員意見照会を中止とする場合 

総括知的財産調査官は、専門委員に「認定手続における専門委員意見照

会書」が送達された後に次の事実が生じた場合には、専門委員意見照会を

中止することができる。 

イ 対象認定手続を取りやめた場合 

 

ロ 非該当認定をした場合 

 

書」その他の資料（意見聴取の場が開催された場合には、その際の当事者の

意見等を含む。）に基づいて、税関に対し意見を述べるものとする。 

 

 

 

 

 ⑵ 専門委員による意見の内容 

専門委員は、侵害疑義物品が侵害物品に該当するか否かに関し、税関の

考え方の妥当性について、その結論及び理由を述べるものとする。 

 

10 侵害物品に該当するか否かの認定 

⑴ 認定の方法 

明らかな事実誤認等の特段の事情がない限り、専門委員の多数意見を尊

重して侵害疑義物品が侵害物品に該当するか否かを認定するものとする。 

 

 

 

 

 ⑵ （同左） 

11 認定手続における専門委員意見照会の中止 

⑴ 認定手続における専門委員意見照会が中止となる場合 

専門委員に「認定手続における専門委員意見照会書」が送達された後で

あって専門委員の意見が述べられる前に次の事実が生じた場合には、認定

手続における専門委員意見照会を中止するものとする。 

イ 輸入者による自発的処理が行われたことその他の理由により認定手続

を取りやめた場合 

ロ 当事者間の和解成立等により権利者の輸入同意書が提出されたことそ

の他の理由により非該当認定をした場合 
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ハ （省略） 

⑵ 専門委員意見照会中止の通知 

専門委員意見照会を中止した場合には、対象認定手続を執っている知的

財産調査官等は、専門委員及び当事者に対し「認定手続における専門委員

意見照会中止通知書」（別紙様式１１）により、その旨を通知するものとす

る。 

12 専門委員意見照会結果の公表 

総括知的財産調査官は、認定手続における専門委員意見照会を実施した事

案について、疑義貨物が侵害物品に該当するか否か認定された後、個人・法人

情報や企業秘密の取扱いに十分留意の上、原則として以下の事項を財務省の

税関ホームページで公表するものとする。 

⑴ 知的財産の種別（特許権、意匠権等） 

⑵ 主な争点 

⑶ 専門委員意見の概要 

⑷ 処理結果及び処理年 

 

第３章 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ （同左） 

⑵ 認定手続における専門委員意見照会中止の通知 

認定手続における専門委員意見照会を中止した場合には、専門委員に対

しては「認定手続における専門委員意見照会に係る回答不要通知書」（別紙

様式１３）により、当事者に対しては口頭により、その旨を通知するものと

する。 

12 専門委員意見照会結果の公表 

総括知的財産調査官は、認定手続における専門委員意見照会を実施した事

案について、侵害疑義物品が侵害物品に該当するか否か認定された後、当事

者及び専門委員の了承が得られた場合には、以下の事項を財務省の税関ホー

ムページで公表するものとする。 

⑴ 知的財産の種別（特許権、意匠権等） 

⑵ 主な争点 

⑶ 専門委員意見の概要 

⑷ 処理結果及び処理年月 

 

第３章 （同左） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式３ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通知書 

 

令和  年  月  日 

照会番号第 ○○○ 号 

              殿 

○ ○ 税関長   印 

 

 関税法第６９条の１３第１項の規定に基づく令和  年  月  日付の輸入差止申立て

については、関税法第６９条の１４に規定する専門委員への意見照会を下記のとおり行うこ

ととするので通知します。 

 なお、下記１の日時・場所において意見を述べることができますので、出席される場合はそ

の旨を下記連絡先にご連絡ください。 

 また、利害関係者においては、すでに提出している輸入差止申立てについての意見を補正

する場合は、下記４の期限までに補正意見書を提出して下さい。 

 

記 

 

１．日時・場所 

２．専門委員として意見を聴くことを予定している者 

氏名         職名 

（１） 

（２） 

（３） 

３．輸入差止申立てに係る権利の内容等 

４. 補正意見書提出期限 

  令和  年  月  日 

以上 
 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

（規格Ａ４） 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式３ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書 

 

令和  年  月  日 

照会番号第 ○○○ 号 

              殿 

○ ○ 税関長   印 

 

 関税法第６９条の１３第１項の規定に基づく令和  年  月  日付の輸入差止申立て

について、関税法第６９条の１４の規定に基づき、下記の理由により、貴殿の意見を求めま

す。 

 なお、意見聴取の場については、改めてその日時及び場所をお知らせします。 

 

 

記 

 

理由： 

 

 

 

（添付資料） 

 

 

 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 

別紙様式４ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書 

 

令和  年  月  日 

照会番号第 ○○○ 号 

              殿 

○ ○ 税関長   印 

 

 関税法第６９条の１３第１項の規定に基づく令和  年  月  日付の輸入差止申立て

について、関税法第６９条の１４の規定に基づき、下記の理由により、貴殿の意見を求めま

す。 

 

 

 

記 

 

理由： 

 

 

 

（添付資料） 

 

 

〔専門委員意見聴取の場〕 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式４ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通知書 

 

令和  年  月  日 

照会番号第 ○○○ 号 

              殿 

○ ○ 税関長   印 

 

 関税法第６９条の１３第１項の規定に基づく令和  年  月  日付の輸入差止申立て

については、関税法第６９条の１４に規定する専門委員への意見照会を下記のとおり行うこ

ととしたので通知します。 

 なお、意見聴取の場については、改めてその日時及び場所をお知らせします。 

 

 

 

 

記 

 

 

１．専門委員として意見を求める者 

氏名         職名 

（１） 

（２） 

（３） 

２．輸入差止申立てに係る権利の内容等 

 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

（規格Ａ４） 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式５ 

 

意  見  書 

 

令和  年  月  日 

 

    ○ ○ 税関長  殿 

 

氏 名 

 

 

 令和  年  月  日付の輸入差止申立て・認定手続における専門委員意見照会書（照

会番号第  号）により意見を求められた件につきまして、以下のとおり意見を述べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 

別紙様式５ 

 

意  見  書 

 

令和  年  月  日 

 

    ○ ○ 税関長  殿 

 

 

 

 

 令和  年  月  日付の輸入差止申立てについて輸入差止申立てにおける専門委員意

見照会書（照会番号第  号）により意見を求められた件につきまして、以下のとおり意見を

述べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 

28 

改正後 改正前 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式６ 

 

輸入差止申立て保留通知書 

 

令和  年  月  日 

保留通知第     号 

(申立て保留通知書番号) 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 

関税法第６９条の１３第１項の規定に基づく令和  年  月  日付の輸入差止申立て

について、下記の理由により保留するので、通知します。 

 

 

記 

 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式６ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会に係る 

輸入差止申立ての受理・不受理結果通知書 

 

令和  年  月  日 

受理・不受理通知第○○○号 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書（照会番号第  号）により意見を求めた関

税法第６９条の１３第１項の規定に基づく令和  年  月  日付の輸入差止申立てにつ

いては、下記の理由により、受理した・受理しなかったので、通知します。 

 

 

記 

 

 

理由： 

 

 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 

別紙様式７ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会に係る 

輸入差止申立ての受理・不受理･保留結果通知書 

 

令和   年   月   日 

受理・不受理通知 第   号 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書（照会番号第  号）により意見を求めた関

税法第６９条の１３第１項の規定に基づく令和  年  月  日付の輸入差止申立てにつ

いては、下記の理由により、受理した・受理しなかった・保留したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式７ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会中止通知書 

 

令和  年  月  日 

中止通知第 ○○○ 号 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

令和  年  月  日付の輸入差止申立てにおける専門委員意見照会書（照会番号第  

号）又は令和  年  月  日付の輸入差止申立てにおける専門委員意見照会実施通知

書（照会番号第  号）により通知した専門委員意見照会については、下記の理由により、中

止することとしたので通知します。 

 

記 

 

 

理由： 

 

 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 

別紙様式８ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会に係る回答不要通知書 

 

令和  年  月  日 

回答不要通知番号第○○○号 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 令和  年  月  日付輸入差止申立てに係る専門委員意見照会書（照会番号第  号）

については、下記の理由により、貴職の意見を要しないこととなりましたので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式８ 

 

委  嘱  状 

 

 

令和  年  月  日 

（文書記号番号※） 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 

貴殿を関税法第６９条の１９に規定する専門委員に委嘱します。 

 

 

期間 

自：令和  年  月  日 

至： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

※ 各税関の事情に応じ、文書記号番号を記載することができる。 

 

 

別紙様式９ 

 

委  嘱  状 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 

貴殿を関税法第６９条の１９に規定する専門委員に委嘱します。 

 

 

期間 

自：令和  年  月  日 

至： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式９ 

 

認定手続における専門委員意見照会書 

 

 

令和  年  月  日 

照会番号第 ○○○ 号 

              殿 

○ ○ 税関長   印 

 

 

令和  年  月  日付認定手続開始通知書（開始通知第  号）に係る貨物について、

関税法第６９条の１９の規定に基づき、下記の理由により、貴殿の意見を求めます。 

なお、意見聴取の場については、改めてその日時及び場所をお知らせします。 

 

 

 

記 

 

理由： 

 

 

 

（添付資料） 

 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 

別紙様式１０ 

 

認定手続における専門委員意見照会書 

 

 

令和  年  月  日 

照会番号第 ○○○ 号 

              殿 

○ ○ 税関長   印 

 

 

令和  年  月  日付認定手続開始通知書（開始通知番号第  号）に係る貨物につ

いて、関税法第６９条の１９の規定に基づき、下記の理由により、貴殿の意見を求めることと

しましたので、通知します。 

なお、当該照会に対する問い合わせ等については、下記連絡先に行っていただくようお願

いします。 

 

記 

 

理由： 

 

 

 

（添付資料） 

 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式１０ 

 

認定手続における専門委員意見照会実施通知書 

 

 

令和  年  月  日 

照会番号第 ○○○ 号 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 令和  年  月  日付認定手続開始通知書（開始通知第  号）に係る貨物について、

関税法第６９条の１９に規定する専門委員への意見照会を下記のとおり行うこととしたので

通知します。 

なお、意見聴取の場については、改めてその日時及び場所をお知らせします。 

 

記 

 

 

専門委員として意見を求める者 

 

氏名         職名 

（１） 

（２） 

（３） 

 
 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 

別紙様式１１ 

 

認定手続における専門委員意見照会実施通知書 

 

 

令和  年  月  日 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 令和  年  月  日付認定手続開始通知書（開始通知番号第  号）に係る貨物につ

いて、関税法第６９条の１９に規定する専門委員への意見照会を下記の者に行うこととする

ので通知します。 

 

 

記 

 

 

専門委員として意見を聴くことを予定している者 

 

氏名         職名 

（１） 

（２） 

（３） 

以上 
 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式１２ 

 

認定手続における専門委員意見照会実施通知書（意見聴取の場の開催） 

 

令和  年  月  日 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 令和  年  月  日付認定手続開始通知書（開始通知番号第  号）に係る貨物につ

いて、関税法第６９条の１９に規定する専門委員への意見照会を下記のとおり行うこととす

るので通知します。 

 なお、下記１の日時・場所において意見を述べることができますので、出席される場合はそ

の旨を下記連絡先にご連絡ください。 

 

記 

 

 １．日時・場所 

 

２．専門委員として意見を聴くことを予定している者 

 

氏名         職名 

（１） 

（２） 

（３） 

以上 
 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別紙様式１１ 

 

認定手続における専門委員意見照会中止通知書 

 

令和  年  月  日 

中止通知第 ○○○ 号 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 令和  年  月  日付の認定手続における専門委員意見照会書（照会番号第  号）

又は令和  年  月  日付の認定手続における専門委員意見照会実施通知書（照会番号

第  号）により通知した専門委員意見照会については、下記の理由により、中止することと

したので通知します。 

 

 

記 

 

 

理由： 

 

 

 

 

 

［連絡先］ ：（税関官署名） 

       （住所） 

       （電話番号） 

       （担当者の官職及び氏名） 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 

別紙様式１３ 

 

認定手続における専門委員意見照会に係る回答不要通知書 

 

令和  年  月  日 

回答不要通知番号第○○○号 

 

              殿 

 

○ ○ 税関長   印  

 

 令和  年  月  日付認定手続開始通知書（開始通知番号第  号）に係る貨物につ

いての認定手続における専門委員意見照会書（照会番号第  号）については、下記の理由に

より、貴職の意見を要しないこととなりましたので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別添１ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の流れ 

 

 

輸入差止申立ての受付、税関の審査、 

税関ホームページで公表、 

判明している利害関係者への連絡 

         ↓ 

利害関係者意見書提出 

（公表日から 10執務日、延長可） 

         ↓ 

専門委員の選定・委嘱 

         ↓ 

専門委員意見照会、当事者に実施通知 

         ↓ 

意見聴取の場の開催（当事者の意見陳述等） 

         ↓ 

当事者から補足意見 

（意見聴取の場開催日の翌日から５執務日） 

         ↓ 

専門委員から意見書 

         ↓ 

専門委員意見書に対する当事者意見 

（意見書送付日の翌日から５執務日） 

         ↓ 

受理・不受理の決定 

 

 

別添１ 

 

輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の流れ 

 

 

輸入差止申立ての受付、税関の審査、 

税関ホームページで公表、 

判明している利害関係者への連絡 

         ↓（10執務日） 

利害関係者意見提出 

         ↓（１日）※ 

専門委員の選定・委嘱 

         ↓（１日）※ 

専門委員意見照会、当事者に実施通知 

         ↓（公表日から 25執務日） 

利害関係者補正意見書提出 

         ↓（公表日から２月以降）※ 

意見聴取の場の開催（当事者意見陳述等） 

         ↓（５執務日） 

当事者から補足意見 

         ↓（７日）※ 

専門委員から意見書 

         ↓（５執務日） 

専門委員意見書に対する当事者意見 

         ↓（７日）※ 

受理・不受理・保留の決定 

 

（注）上記のうち※が付された期間は目安 

 

当事者(利害関係者及び

権利者)から専門委員候

補に係る特別な利害関係

の聴取 

利害関係者は、公表日

から25執務日まで補正

意見書の提出が可能 

当事者（利害関係者及び 

権利者）は、意見聴取の 

場の開催の日の７執務日 

前まで、陳述要領書等の 

提出が可能 

当事者（申立人・利害関係者）と専門

委員候補との特別な利害関係の確認 

利害関係者は、公表日から 25執務日

まで意見書の補正が可能 

当事者は、意見聴取の場の開催の日

の７執務日前まで、陳述要領書等の

提出が可能 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

別添２ 

 

認定手続（輸入）における専門委員意見照会の流れ 

 

 

知的財産侵害の疑いのある貨物の発見  

↓  

認定手続開始通知  

↓（通常手続 10執務日、簡素化手続 20執務日） 

当事者（権利者・輸入者等）による証拠・意見提出  

↓  

相手方の証拠・意見に対する反論提出  

↓  

税関の考え方整理  

↓  

専門委員の選定・委嘱  

↓  

専門委員意見照会、当事者に実施通知  

↓  

専門委員から意見書  

↓  

侵害該当・非該当の認定  

 

 

 

 

 

 

別添２ 

 

認定手続（輸入）における専門委員意見照会の流れ 

 

 

知的財産侵害の疑いのある貨物の発見 

           ↓ 

認定手続開始通知 

↓（原則 10執務日） 

当事者（輸入者及び権利者）による証拠・意見提出 

↓（５日）※ 

相手方の証拠・意見に対する反論提出 

↓（10日）※ 

侵害該当・非該当の認定 

 

 

 

（注）上記のうち※が付された期間は目安 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

・税関の考え方の整理 

・当事者から専門委員候補に係 

る特別な利害関係の意見聴取 

・専門委員の選定・委嘱 

・当事者に実施通知 

・専門委員意見照会 

・専門委員からの意見 

・当事者への意見聴取の場の 

開催要望の確認 

・当事者と専門委員候補との 

特別な利害関係の確認 



                                 

新旧対照表 

【知的財産侵害物品の取締りに関する専門委員制度の運用等について（平成 19 年６月 15 日財関第 802 号）】 

  （注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

認定手続（輸入）における専門委員意見照会の流れ 

【当事者から意見聴取の場の開催の要望がある場合】 

 

知的財産侵害の疑いのある貨物の発見  

↓  

認定手続開始通知  

↓（通常手続 10執務日、簡素化手続 20執務日） 

当事者（権利者・輸入者等）による証拠・意見提出  

↓  

相手方の証拠・意見に対する反論提出  

↓  

税関の考え方整理  

↓  

専門委員の選定・委嘱  

↓  

専門委員意見照会、当事者に実施通知  

↓  

意見聴取の場の開催（当事者の意見陳述等）  

↓  

当事者から補足意見 

（意見聴取の場開催日の翌日から５執務日） 
 

↓  

専門委員から意見書  

↓  

侵害該当・非該当の認定  

  
 

 

認定手続（輸入）における専門委員意見照会の流れ 

【当事者から意見聴取の場の要望がある場合】 

 

知的財産侵害の疑いのある貨物の発見 

           ↓ 

認定手続開始通知 

↓（原則 10執務日） 

当事者（輸入者及び権利者）による証拠・意見提出 

↓（５日）※ 

相手方の証拠・意見に対する反論提出 

↓（１日）※ 

専門委員意見照会、当事者に実施通知 

↓（２週間～３週間）※ 

意見聴取の場の開催（当事者の意見陳述等） 

↓（１日）※ 

侵害該当・非該当の認定 

 

 

（注）上記のうち※が付された期間は目安 

 

・税関の考え方の整理 

・当事者から専門委員候補 

に係る特別な利害関係の 

意見聴取 

・当事者から意見聴取の場 

の要望の提出 

・専門委員の選定・委嘱 

・当事者への意見聴取の場の 

開催要望の確認 

・当事者と専門委員候補との 

特別な利害関係の確認 

・当事者は、意見聴取の場の開催 

の日の７執務日前まで、陳述 

要領書等の提出が可能 


